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コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社は、指名委員会等設置会社として、経営の機動性、透明性の一層の向上を図るとともに、経営
の監督機能を強化し、持続的成長を目指しています。社会、顧客、株主、従業員をはじめとするステー
クホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築・整備し、更なる企業価値の向上を図ることを基
本方針としています。

会社機関の概要
当社は、2003年6月に委員会等設置会社

（現：指名委員会等設置会社）へ移行し、経
営機構の改革を行いました。これにより、経
営の監督と執行の分離を行い、経営の監督
機能は取締役会が、経営の執行機能は執行
役が担う体制としました。

当社の経営機構の特長としては、経営監
督機能の長である取締役会長と、最高経営
責任者である執行役社長を分離したことが
挙げられます。また、取締役会長、執行役社
長とも、指名・報酬委員会のメンバーとはし
ていません。経営の監督と執行を明確に分
離することにより、当社のコーポレート・ガバナンスをより実効性あるものとしています。

なお、2021年10月1日より、取締役会は社外取締役が議長を務めています。
当社の取締役会は社外取締役7名（うち1名は女性）を含む12名で構成し、会社法が定める目的及

び権限に基づき職務を執行するとともに、会社法第416条第1項各号及び第4項各号に掲げる事項を
除き、すべての業務執行の決定権限を執行役に委譲することで、客観的な視点から当社経営への助
言と監督を行っています。

取締役会の内部機関として、独立社外取締役が委員長を務める法定の指名委員会、監査委員会、
報酬委員会を設置しています。各人の有する経験、専門性を勘案の上、取締役会にて選定するそれぞ
れ5名～7名の取締役（うち過半数は社外取締役）により構成され、会社法が定める目的及び権限に基
づき職務を執行しています。

なお、取締役会及び各委員会について、それぞれ事務局を設置し、取締役を補佐しています。監査
委員会には、専属の独立したスタッフを配置し、監査委員を補佐しています。

執行役は、会社法が定める目的及び権限に基づき、各執行役が自己の分掌範囲について取締役会
から委譲された事項の業務執行の決定を行うとともに、業務執行を行っています。このうち、重要事
項については、全執行役をもって構成される執行役会議において、審議及び決定を行っています。

内部統制システムの整備の状況など
1．�監査委員会の職務の執行のため、監査委員の職務を補助する専属の使用人を配置するなど独立

性を担保するとともに、監査委員の職務の執行に際して生ずる費用又は債務の処理についての社
内規程を定め、適切に処理しています。

また、監査委員会への報告に関する体制を整備し、内部統制部門より当社及び子会社に関する
情報を監査委員会に報告するとともに、内部通報制度を整備し、その内容について監査委員に報
告しています。

さらに、監査委員は、執行役会議等重要な会議への出席、執行役並びに当社事業所及び子会社
幹部へのヒアリング等の調査を実施するとともに、会計監査人及び監査担当執行役から定期的な
報告を受け、監査の方針・方法、実施状況及び結果等の協議を行っています。

2．�三菱電機グループの業務の適正を確保するために必要な社内規程・体制等を定めるとともに、当
該体制については、各執行役が自己の分掌範囲について責任を持って構築し、重要事項について
は執行役会議を開催して審議を行っています。

また、運用状況については各執行役が自ら定期的に点検し、内部統制部門が内部統制体制、規
程等の整備・運用状況等の点検を実施するとともに、内部通報制度を整備し、その内容について監
査委員に報告しています。

さらに、当該体制の運用状況について、内部監査人が監査を行い、監査担当執行役を通じ、監査
の結果を定期的に監査委員会に報告しています。

なお、品質不適切行為に関するガバナンスレビュー委員会の提言を受領後、本決議内容の見直
し要否を含め、改めて取締役会にて審議することとしております。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンス体制

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/pdf/corp_governance.pdf
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監査委員会監査の状況
1．�監査委員会の組織、人員及び手続

監査委員会は、5名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成されています。監査委員会は、取締
役及び執行役の職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、その決議により、株主
総会に報告する監査報告書を作成しています。

なお、監査委員皮籠石斉氏は、長年当社の経理・財務部門の業務を経験しており、監査委員 渡
邉 和紀氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者
です。

また、監査委員会は、監査委員の職務を遂行するため専属のスタッフを4名配置し、直接指示し
ています。

2．�監査委員会の開催頻度・個々の監査委員の出席状況
2021年度において原則月1回の定時監査委員会（他に臨時1回）を開催しており、1回あたりの

所要時間は概ね2時間でした。個々の監査委員の出席状況については、次のとおりです。

3．�監査委員の活動状況
監査委員は、委員会の定めた方針・役割分担に従い、調査担当委員（常勤監査委員）が中心と

なって執行役会議等重要な会議に出席するとともに、執行役並びに当社事業所及び子会社幹部へ
のヒアリング等の調査を実施しています。

また、監査委員は、監査部やその他内部統制部門より内部監査報告書等の提出を受けるととも
に、内部監査方針打合せや定期的な報告会等を通じて意見交換を実施しています。社外取締役の
監査委員は、必要に応じて当社事業所及び子会社等へ調査担当委員とともに往査し、監査委員会
等において専門的知見に基づき意見を述べています。

さらに、監査委員は、会計監査人と会計監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施
状況、監査結果につき説明・報告を受け、意見交換を実施しています。

4．�監査委員会における検討事項
監査委員会における主な検討事項は、監査方針・活動計画の策定、取締役及び執行役の職務執

行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当
性の確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定等です。

特に2021年度においては、三菱電機グループの中長期的な企業価値の向上にむけて、内部統
制・コンプライアンス体制を含めた経営体質の強化及び経営資源の戦略的投入と課題事業への対
応、収益性・資産効率の改善、ROICの活用強化による資本コストを意識した経営の徹底、人材の
活用・育成施策の推進、SDGs目標達成に向けた貢献などの取り組み状況について、重点的に確
認・検証を実施しました。なお、三菱電機グループは経営の最優先課題として近年発生した製品・
サービス品質、労務、情報セキュリティーの問題を厳粛に受け止め、再発防止に向けた各種取り組
みを進めています。特に一連の品質不適切行為に関しては、外部専門家で構成される調査委員会
を設置し、全社レベルでの事実調査・真因究明と再発防止策の策定・実行を進めています。監査委
員会としては、各担当執行役等に適宜状況の報告を求め、意見を述べるとともに、逐次行われてい
る再発防止策の策定・実行状況についてフォローを行っています。また、当社は内部統制システム
やガバナンス体制全般の要改善点の有無や役員の経営責任について、外部専門家から構成され
るガバナンスレビュー委員会に検証を委嘱しました。監査委員会は、今後の調査・真因究明、再発
防止策の策定・実行の進捗、さらには内部統制システムの運用改善の状況を引き続き注視してま
いります。また、監査委員会は、各担当執行役等から、労務問題については「三菱電機職場風土改
革プログラム」を推進し再発防止に向け取り組んでいることを、不正アクセスによる情報流出につ
いては、その原因分析に基づき総合的な情報セキュリティー対策の強化に取り組んでいることを、
それぞれ説明を受け、質問を行い、意見を述べました。これらの再発防止策が着実に実行されるよ
う引き続き注視してまいります。

5．�監査委員会の実効性評価
監査委員会においては、実効性向上を目的とした評価を毎年実施しています。2021年度におい

て実施した監査委員会レビューでは、社外監査委員より、調査担当委員（常勤監査委員）の活動結
果は定期的に報告が行われ、監査委員会において経営情報の共有が適時・適切に行われていると
の評価を受けました。このような評価から監査委員会の実効性は十分に担保されていると考えま
すが、今後も更なる実効性の向上に努めてまいります。

役　職 氏　名 出席回数／開催回数 出席率

社外取締役（委員長） 大林　　宏 13回／13回 100%

取締役（常勤） 佐川　雅彦 13回／13回 100%

取締役（常勤） 坂本　　隆 13回／13回 100%

社外取締役 渡邉　和紀 13回／13回 100%

社外取締役 小山田　隆 13回／13回 100%

（注）
1. 上記の内、調査担当委員は、佐川 雅彦及び坂本 隆の両氏です。
2. 佐川 雅彦氏及び坂本 隆氏については、2022年6月29日をもって退任しました。
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内部監査の状況
1．�内部監査の組織、人員及び手続

内部監査は、当社及び国内外関係会社の経営の効率化、リスク管理の強化、倫理遵法の徹底、
内部統制の充実を図り、経営の健全化と体質強化に寄与することを目的としています。

監査部は国内外に専属の人員を約60名配置し、更に関連部門から専門的視点を有する応援監
査人を加え、公正・客観的な立場から内部監査を実施し、その結果を執行役社長及び監査委員会
に報告しています。

2．�内部統制部門との関係
当社の内部統制は、経営企画室、経理部、法務・コンプライアンス部、輸出管理部等の本社コー

ポレート部門やコーポレート本部が、それぞれ所管する内部統制体制、規程等の整備運用状況の
点検を実施しています。また、各事業部門の中にコンプライアンス部門を設置し、各事業部門にお
ける当社横断的なコンプライアンス施策の着実な展開や部門内のコンプライアンス状況の点検
を実施しています。

監査部は、内部統制体制の運用状況等について内部監査を実施するとともに、内部通報制度の
整備や財務報告に係る内部統制の評価を実施し、各内部統制部門と相互に必要な情報提供を行っ
ています。

3．�内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携
監査部は、内部監査方針や内部監査結果を監査委員会に報告するとともに、監査委員と定期的

な意見交換を実施しています。
また、監査部は、会計監査人に対して内部監査結果を報告するとともに、会計監査人との間で、

財務報告に係る内部統制の評価に関して適宜協議し、継続的な連携を行っています。

での事実調査・真因究明を進めており、取締役会において定期的に調査の進捗を確認するとともに、
再発防止に向けた各種取組みについて報告、議論を行いました。

なお、当社では、従来の取締役会の実効性について改善すべき点がないか確認を行うため、2021
年8月から9月にかけて第三者機関（株式会社ボードアドバイザーズ）に当社取締役会の実効性の検
証を依頼しました。

第三者機関による検証方法・プロセスの概要は以下のとおりです。

＜第三者機関による検証方法・プロセス＞
(1)実施手法

① 取締役会の議事録等の確認	 ② 全取締役を対象としたアンケート調査
③ 全取締役を対象としたインタビュー	 ④ 第三者機関の専門的知見に基づく評価

(2)検証対象
① 取締役会の構成	 ② 取締役会の支援体制
③ 取締役会の議案	 ④ 取締役会における審議状況
⑤ 取締役の貢献	 ⑥ 法定三委員会の活動状況
⑦ 執行のモニタリング体制	 ⑧ 不適切検査問題に関する対応

(3)検証プロセス
① 第三者機関による上記(1)及び(2)に基づく検証の実施
② 第三者機関による取締役会実効性検証結果の当社取締役会への報告
③ 当該報告に基づき、今後の対応について取締役会で議論実施

この結果、当社取締役会の実効性には、取締役会機能、取締役会構成、取締役会事務局機能、法
定三委員会機能のいずれにおいても、改善の必要性があることが明らかとなりました。

当社は、この第三者機関による取締役会実効性の検証結果を取締役会へ報告し、取締役会は今
後の対応について議論した結果、検証結果を重く受け止めるとともに、実効性向上に向けた改善
に取り組みを順次進めております。

当社は、今後も取締役会レビューを継続的に実施し、取締役会の実効性の更なる向上に努めて
まいります。

当社は2021年度において取締役会を計20回開催し、経営の基本方針や執行役の選任、内部統制
システムなどの重要事項に関し決議を行うとともに、当年度の経営計画の内容と進捗状況、事業毎の
経営課題への対応状況や、執行役会議において審議された重要事項などに関し執行側から報告を受
け、議論を行いました。

また、一連の品質不適切行為に関して、外部専門家で構成される調査委員会を設置し、全社レベル

取締役への適時適切な情報提供と、
取締役会レビューの実施及びその分析・評価の実施
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役員報酬等の決定に関する方針
1. 基本方針

当社は指名委員会等設置会社として、経営の監督と執行を分離し、経営の監督機能は取締役及び
取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制としているため、取締役と執行役の報酬は、それぞ
れの職務の内容及び責任に応じ別体系とし、以下の基本方針に基づき、報酬委員会が決定します。

（1）取締役
ア. 経営の監督機能の発揮を適切に促すものであること
イ. 当社の取締役の責務を果たすに相応しい人材を確保するために必要な報酬等であること

（2）執行役
ア. �三菱電機グループの企業理念に従い、社会・顧客・株主・従業員をはじめとするすべてのス

テークホルダーに対して説明責任を十分に果たすものであること
イ. 経営戦略に沿った職務の遂行を促し、経営目標の達成を強く動機付けるものであること
ウ. 持続的な業績成長と企業価値向上へのインセンティブとして機能するものであること
エ. 役割や職責に対する成果及び貢献を公平・公正に評価するものであること

2. 報酬体系
（1）取締役

取締役の報酬体系は、客観的かつ独立した立場から当社の経営へ助言と監督を行うという役割
に鑑みて、基本報酬(固定報酬)のみとします。

（2）執行役
執行役の報酬体系は、中期的な企業価値・株主価値の向上を重視し、以下のとおりとします。
ア. �基本報酬

各執行役の役割や職責に応じて設定される固定報酬とし、役位別基準額(年額)を12で除
して毎月現金にて支給します。

イ. 業績連動賞与
「全社業績評価」及び「個別評価」で構成し、評価結果に応じて支給額が0～200％の範囲で

変動する仕組みとします。個人別の支給額の算定方法は以下のとおりとし、各事業年度終了
後に一括して現金支給します。
［個人別支給額＝役位別基準額×(全社業績評価係数＋個別評価係数)(0～200％)］

ウ. 業績連動型株式報酬(PSU)* PSUはPerformance Share Unitの略称
業績連動型株式報酬(PSU)は、原則として毎期、3年間の当社TSR(株主総利回り)と予め

選定した比較対象企業群の各社TSRとの比較結果(パーセンタイルランク)に応じて交付さ
れる株式数が0～200％の範囲で変動する仕組みとします。なお、比較対象企業群について
は、当社が展開する事業領域において競合する国内外の企業を選定しています。個人別の交
付株式数の算定方法は以下のとおりです。
［個人別交付株式数＝役位別PSU基準ポイント×PSU支給率(0～200％)］

エ. 譲渡制限付株式報酬(RSU)  *RSUはRestricted Stock Unitの略称
譲渡制限付株式報酬(RSU)は、在任中の継続的な株式保有及び株主価値の共有を促進す

るため、原則として毎期、各事業年度末に役位別基準額相当の譲渡制限付株式を交付し、退
任時(当社の取締役又は執行役のいずれの地位からも退任する時点)に譲渡制限を解除する
仕組みとします。

3. 報酬水準・報酬構成割合の設定方法
取締役及び執行役の報酬水準・報酬構成割合は、毎年、外部専門機関による報酬調査データによっ

て市場水準と比較のうえ、役割や職責に応じて設定します。市場水準との比較にあたっては、当社の
規模や業態、グローバル展開等の観点から類似する日本国内の大手製造業企業を報酬ベンチマーク
企業群として選定します。

（1）取締役
取締役の基本報酬水準は、報酬ベンチマーク企業群における非業務執行社内取締役又は社外

取締役の報酬水準、役割や職責等を考慮して設定します。

（2）執行役
執行役の報酬等は、報酬ベンチマーク企業群における業務執行役員の報酬水準の動向、当社

の経営戦略・事業環境、インセンティブ報酬の目的や目標達成の難易度、当該執行役の役割や職
責等を考慮して設定します。また、ペイ・フォー・パフォーマンスの観点から、業績連動性と中長期
的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬等とするため、インセンティブ報酬の割合を高め
に設定します。
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4. 報酬ガバナンス
当社は指名委員会等設置会社として、以下のとおり定めています。

● 報酬委員会の主な役割・権限
当社の報酬委員会は、当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有

しており、主に、役員報酬等に関する決定の方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、執
行役のインセンティブ報酬に係る全社業績評価及び各執行役の個別評価の決定を行います。な
お、報酬委員長は社外取締役が務めることとしています。

● �決定プロセスおよび年間スケジュール
当社の報酬委員会は、役員報酬等の決定に関する方針の審議・決定にあたって、判断の独立性

を確保するとともに、報酬委員会の役割・権限の実効性を高める観点から、グローバルに豊富な経
験・知見を有する外部専門機関の報酬アドバイザーからの情報収集並びに助言等を得たうえで、
経営者報酬を取り巻く環境や世間動向等を十分に考慮して審議・決定を行います。

5. 株式保有ガイドライン
当社は、執行役が株主の皆様との価値共有を長期的かつ持続的に確保することが重要と考えてい

ます。そのため、基準金額到達以降も、在任中は継続して基準金額以上の当社株式を保有することと
します。

6. マルス・クローバック条項
　当社は、執行役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、過年度決算内容の重大な修正が発生し
た場合、報酬委員会の決議により、当該執行役に対し、インセンティブ報酬を受給する権利の没収(マ
ルス)又は報酬の返還(クローバック)を請求することができます。対象となり得る報酬は、支給前又
は支給済の業績連動賞与、株式交付前のポイント及び譲渡制限解除前の株式、交付済の株式の一部
又は全部となります。

　取締役及び執行役の報酬額は「有価証券報告書」をご参照ください。
有価証券報告書

社外取締役について
社外取締役

当社の社外取締役は製造業の企業経営経験者2名を加え7名となり、各氏と当社の間には、特別の
利害関係はなく、また、各氏の兼職先又は各氏が過去に役員であった会社には当社との間に取引等
の関係があるものも含まれますが、その規模・性質から、各氏の独立性に影響を及ぼす関係もないた
め、全員一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性のある社外取締役です。

社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待して
います。その役割を担うに相応しい人格、識見及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討
して、十分にその能力があり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社
外取締役の独立性ガイドライン(下記参照)の要件を満たすなど、一般株主と利益相反が生じるおそ
れもない、独立性のある者を選任しています。

なお、社外取締役は、取締役会等を通じて、内部監査人、監査委員会、会計監査人及び内部統制部
門の活動状況についての報告を受け、客観的な視点から、当社経営に対する有益な発言を行うなど、
経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しています。

＜当社 社外取締役の独立性ガイドライン＞

実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、
かつ以下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下1、2、4、5については、
過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。

1.	 当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2％を超える会社に業務執行取締役若し
くは執行役又は支配人その他使用人（以下、業務執行者）として在籍している場合

2.	 当社の借入額が、連結総資産の2％を超える会社に業務執行者として在籍している場合

3.	 当社の会計監査人の関係者として在籍している場合

4.	 専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合

5.	 当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2％を超える組織に業務執行役員（理事
等）として在籍している場合

6.	 当社の大株主（10％以上の議決権保有）又はその業務執行者として在籍している場合

7.	 その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/data/negotiable_securities/index.html
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氏名、写真 地　位 担　当 選任理由 取締役会出席率
（2021年度）

薮中　三十二

社外
取締役

指名委員長
報酬委員

薮中三十二氏の国際情勢の専門家としての経験・見識は、当
社にとって大変有益であり、2012年6月から当社社外取締役
として、経営を適切に監督いただくとともに、現在は取締役会
議長及び指名委員会の委員長並びに報酬委員会の委員を務
めていただいております。
取締役会及び各委員会において、特に「ガバナンス」、「人事・
人材開発」及び「グローバル」の分野での幅広い経験・見識を
活かして当社経営を監督いただくことを期待し、引き続き社
外取締役として選任しています。

100％
（20／20回）

大林　宏

社外
取締役

監査委員長
指名委員

大林宏氏の検事・弁護士としての経験・見識は、当社にとって
大変有益であり、2013年6月から当社社外取締役として、経
営を適切に監督いただくとともに、現在は監査委員会の委員
長及び指名委員会の委員を務めていただいております。
取締役会及び各委員会において、特に「ガバナンス」、「法務・
コンプライアンス」及び「人事・人材開発」の分野での幅広い
経験・見識を活かして当社経営を監督いただくことを期待し、
引き続き社外取締役として選任しています。

95％
（19／20回）

渡邉　和紀

社外
取締役

報酬委員長
監査委員

渡邉和紀氏の公認会計士としての経験・見識は、当社にとっ
て大変有益であり、2015年6月から当社社外取締役として、
経営を適切に監督いただくとともに、現在は報酬委員会の委
員長及び監査委員会の委員を務めていただいております。
取締役会及び各委員会において、特に「ガバナンス」、「財務・
会計」及び「人事・人材開発」の分野での幅広い経験・見識を活
かして当社経営を監督いただくことを期待し、引き続き社外
取締役として選任しています。

100％
（20／20回）

小出　寬子

社外
取締役

指名委員
報酬委員

小出寬子氏は国際的な企業の経営に携わられ、その経歴を通
じて培われた経営の専門家としての経験・見識は、当社にとっ
て大変有益であり、2016年6月から当社社外取締役として、
経営を適切に監督いただくとともに、現在は指名委員会及び
報酬委員会の委員を務めていただいております。
取締役会及び各委員会において、特に「企業経営・経営戦略」、

「ガバナンス」、「人事・人材開発」及び「グローバル」の分野で
の幅広い経験・見識を活かして当社経営を監督いただくこと
を期待し、引き続き社外取締役として選任しています。

100％
（20／20回）

小山田　隆

社外
取締役

指名委員
監査委員

小山田隆氏は銀行の経営に携わられ、その経歴を通じて培わ
れた経営の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変有
益であり、2019年6月から当社社外取締役として、経営を適
切に監督いただくとともに、現在は指名委員会及び監査委員
会の委員を務めていただいております。
取締役会及び各委員会において、特に「企業経営・経営戦略」、

「ガバナンス」、「財務・会計」及び「人事・人材開発」の分野で
の幅広い経験・見識を活かして当社経営を監督いただくこと
を期待し、引き続き社外取締役として選任しています。

100％
（20／20回）

氏名、写真 地　位 担　当 選任理由 取締役会出席率
（2021年度）

小坂　達朗

社外
取締役

指名委員
報酬委員

小坂達朗氏は製造業の経営に携わられ、その経歴を通じて培
われた経営の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変
有益です。
取締役会及び各委員会において、特に「企業経営・経営戦略」、

「ガバナンス」、「グローバル」及び「エンジニアリング・ものづ
くり・R&D」の分野での幅広い経験・見識を活かして当社経営
を監督いただくことを期待し、社外取締役として選任してい
ます。

─

柳　弘之

社外
取締役

指名委員
報酬委員

柳弘之氏は製造業の経営に携わられ、その経歴を通じて培わ
れた経営の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変有
益です。
取締役会及び各委員会において、特に「企業経営・経営戦略」、

「ガバナンス」、「グローバル」及び「エンジニアリング・ものづ
くり・R&D」の分野での幅広い経験・見識を活かして当社経営
を監督いただくことを期待し、社外取締役として選任してい
ます。

─

（注）�当社は、2021年度において、取締役会を20回開催しております。

社外取締役一覧（2022 年 6 月 29 日現在）
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コンプライアンス
コンプライアンスに対する考え方

トップメッセージ
三菱電機グループでは、「倫理・遵法」を企業経営の基本を成すものと位置付け、グループの役員・

従業員一人ひとりに以下のトップメッセージを発信・共有し、顧客・株主・社会とのより高い信頼関係の
確立に一層努めています。 三菱電機グループでは、2021年6月1日に、グループの役員・従業員一人ひとりが持つべき心構え

として、コンプライアンス・モットー“Always Act with Integrity”（いかなるときも「誠実さ」を貫く）
を制定しました。Integrity（誠実さ）とは、「公正であること」、「正直であること」、「真摯であること」、「自
身の言動に責任を持つこと」、「相手を尊重すること」といった、「正しいこと」を貫く強い意志や姿勢を
意味します。

また、コンプライアンス・モットーの制定に併せて、自身の行動・判断が正しい選択かどうか迷った場
合に、立ち止まり、自身の行動・判断の是非を考えるためのヒントとして、6つの問いかけ「Integrityの
セルフチェック」を定めました。

Integrityのセルフチェック

コンプライアンス・モットー“Always Act with Integrity”

三菱電機グループの皆さんへ
三菱電機グループでは、私たち一人ひとりが等しく共有する価値観である「私たちの価値観

(Our Values)」において「倫理・遵法」を掲げ、“社会規範及び法令を遵守し、高い倫理観を持ち
行動する”ことを宣言しています。

この価値観の下、私たちは、「倫理・遵法の徹底」は会社存続の基本であること、「社会規範や法
令に反する行為は行わない」ことを自らの責務として強く認識し、いかなるときも誠実な行動を
実践していかなければなりません。

しかしながら三菱電機グループでは、近年、品質不祥事が相次いで判明するなど、これまで永
年をかけ築き上げてきたステークホルダーからの信頼を失いかねない事態に直面しています。
私をはじめ経営陣一人ひとりは、この状況を真摯に受け止めなければなりません。

そして私たち三菱電機グループが持続的に発展する企業グループであり続けるために、常に
変革へ挑戦し続けていく強い意志と情熱をもって、「正しいこと」を貫くことができる企業風土の
醸成に取り組んでいく必要があります。万が一、皆さんの職場で、利益や効率性をコンプライア
ンスより優先させるような意識・風土が残っている場合には、すぐに改めるようにしてください。

皆さんが日々の業務を遂行する中で、自らの行動や部門・職場の慣行に疑問や違和感を抱い
たときは、速やかに上長やコンプライアンス担当部門に相談してください。また、管理監督の地
位にある皆さんは、部下が躊躇することなく相談できる職場風土を醸成し、相談を受けた際に
は、問題を是正するために真摯な対応をお願いします。

三菱電機グループには100年を超える歴史があります。次の100年に向けて更なる「活力と
ゆとりある社会」の実現に貢献するために、私たち一人ひとりの
心に常に変革の炎を灯し、高い倫理観に支えられ誇り高い行動
に溢れた「新しい三菱電機グループ」を共に創っていきましょう。

執行役社長

1 あなたの行動・判断は、法令、社内規則、契約、行動規範に反していませんか？

2 あなたの行動・判断を家族や友人に自信を持って話すことができますか？

3 あなたの行動・判断が報道されたり、ソーシャルメディアに採り上げられたりした場合、 
それに胸を張れますか？

4 利益や効率性をコンプライアンスより優先させていませんか？

5 「少しだけなら問題ない」、「見つからないはずだ」、「会社のためだ」、「昔からやっている」、「先輩も
やっていた」、「上長から指示された」などと言い訳して、自分の良心をごまかしていませんか？

6 上長からの指示に従う前に、それが行動規範に反しないか確認していますか？
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「三菱電機グループ 倫理・遵法行動規範」
「三菱電機グループ 倫理・遵法行動規範」とは、三菱電機グ

ループの役員・従業員一人ひとりが事業や担当業務を遂行す
るに当たって遵守・尊重すべき法令や社会規範を整理し、まと
めた統一的な行動規範であり、日常行動における指針となる
ものです。1990年に制定し、その後の法令の改正や社会の規
範意識の変化などを反映しながら改訂を重ねており、直近では
2021年6月に発行し公表しています。

日本語のほか、英語、中国語、タイ語などをそろえ、国や地域
を問わず共有できる内容としており、全世界の三菱電機グルー
プの役員・従業員一人ひとりが実践すべき規範となっています。

三菱電機グループのコンプライアンス推進体制
三菱電機グループのコンプライアンス推進体制は、「コンプライアンス推進は、事業推進と一体不

可分」との認識の下、三菱電機の各部門及び国内外の関係会社各社が主体的にコンプライアンスを
推進する体制としています。

三菱電機グループ 倫理・遵法行動規範

三菱電機グループ 倫理・遵法行動規範

三菱電機グループ コンプライアンス推進体制

【4-2-1】コンプライアンス方針

コンプライアンス推進体制（三菱電機グループ）

国内関係会社 三菱電機

社　長 社　長
支援

◯◯長
◯◯長

コンプライアンス
マネージャー

会社統括
コンプライアンス
マネージャー

Regional Chief
Compliance Officer

（RCO）

社　長

本部長

部　長

課　長

本部
コンプライアンス部長

所長・支社長
事業部長

コンプライアンス
リーダー

コンプライアンス
マネージャー

執行役会議

企業行動規範委員会

海外関係会社

Corporate / Chief
Compliance Officer

（CCO）

アジア地域コンプライアンスマネージャー会議 中国地域コンプライアンス実務者会議

コンプライアンスの周知徹底／教育

コンプライアンスの周知徹底
三菱電機グループのコンプライアンスに対する考え方は、社長を始めとする経営トップが、繰り返

し様々な場面で役員・従業員に直接メッセージを発し、浸透させています。
また、コンプライアンス・モットー“Always Act with Integrity”（いかなるときも「誠実さ」を貫く）

の内容を記載したポスターの各職場への掲示、携行カードの従業員への配布などによっても周知して
います。
「三菱電機グループ 倫理・遵法行動規範」は、海外も含めた三菱電機グループの全ての役員・従業

員に展開し、また、併せて、倫理・遵法行動規範の内容をＱ＆Ａやケース紹介などを交えて解説した「三
菱電機グループ 倫理・遵法行動規範ハンドブック」も展開し、研修や職場ごとの読み合わせ会などを
通じて、理解・浸透を図っています。

ポスター 携行カード 「三菱電機グループ　
倫理・遵法行動規範」小冊子

日本語版
英語版
中国語版（簡体字）
中国語版（繁体字）
タイ語版
その他言語版

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/pdf/compliance_2021.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/pdf/compliance_2021.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/pdf/Code_of_Conduct_en.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/pdf/Code_of_Conduct_cn_s.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/pdf/Code_of_Conduct_cn_t.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/pdf/Code_of_Conduct_th.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/policy/index.html
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多様な手法を駆使したコンプライアンス教育
三菱電機グループでは、事業遂行に必要な各種法律や、三菱電機グループのコンプライアンスに

対する考え方について、講習会、eラーニング、マニュアル配布など様々なツールによって浸透を図っ
ています。その内容は、事業別、階層別、職種別、地域別（海外）など対象に応じた最適な内容を検討し
て実施しています。

三菱電機グループには、各社・各部門が独自に実施している教育のほか、全社横断的に行う教育も
あります。主要な法令や三菱電機グループのコンプライアンスに対する考え方をまとめた教育は、e
ラーニング、集合教育、通信教育などの方法で事業を行う世界各国の役員・従業員が受講しており、
国内（三菱電機及び国内関係会社）では2021年度に131,306名の役員・従業員（契約社員、派遣社
員、パート・アルバイト等を含む）が受講しています（コンプライアンスeラーニングの受講率100％＜
三菱電機＞）。海外でも例えば東南アジア・オセアニア地域等にて統一的なコンプライアンスeラーニ
ングを行い、約7,000名が受講しています。

2021年度は、新型コロナウイルスの影響により様々な制約があったものの、オンラインによる研
修も積極的に行いました。2021年度に三菱電機法務・コンプライアンス部が実施したコンプライア
ンスに関する講習会は111回、参加者は延べ10,018名でした。

コンプライアンスリスクへの基本的な取組
公正な競争（独占禁止法違反防止）

三菱電機グループは、国内外において独占禁止法違反に対する高額な罰金や制裁金を科されるな
ど厳しい処分を受けた反省を踏まえ、独占禁止法を最重要法令の一つと掲げ、グループを挙げて再
発防止・風化防止に継続的に取り組んでいます。三菱電機及び国内外の関係会社を対象とした社内
規則の整備と運用、独占禁止法に特化した内部監査などの取組を強化したほか、eラーニングと対面
式を組み合わせた従業員教育も重点的に行っています。

国内では、三菱電機及び国内関係会社の役員・従業員を対象とするeラーニング（2021年度受講
者数：51,901名）の実施に加えて、2013年度から各事業の特色を反映した実践的な研修を毎年度
継続的に実施しています。さらに、海外においても、eラーニングと対面式を組み合わせた教育を通じ
て、地域の特性に応じた独占禁止法の教育を展開しています。

今後も日常の事業活動や社内規則の運用状況に対する定期的なモニタリング、取引実態にあわせ
た実務的な教育など、再発防止・風化防止のための更なる取組を図っていきます。

汚職防止（贈収賄防止）
三菱電機グループは、役員・従業員が贈賄行為をしないこと、贈賄行為によらなければ達成できな

いような利益を追求しないことなどを改めて内外に示すべく、2017年4月1日、「三菱電機グループ 
贈賄防止ポリシー」を制定し、グループを挙げて贈賄防止に取り組んでいます。

また、国内外の公務員などへの対応について社内規則の整備と運用、内部監査や自己点検などの
モニタリングを実施し、贈賄防止の対策を講じています。代理店、コンサルタント、エージェント、販売
業者などのパートナーと新たに取引を行う際は贈賄リスクをチェックするための事前審査を行い、か
つ、締結する契約書には厳格な贈賄禁止条項を規定する等、パートナーによる贈賄を防止する取り組
みも実施しています。

さらに、公務員などと接触する機会のある三菱電機及び国内関係会社の役員・従業員を対象とした
eラーニング（2021年度受講者数：39,951名）と対面式を組み合わせた教育を実施しています。海
外においても、eラーニングと対面式を組み合わせた教育を通じて、地域の特性に応じた贈賄防止教
育を展開しています。

今後も、グローバルレベルでの事業拡大に対応すべく、各地域の取組を一層充実させるとともに、
汚職に巻き込まれるリスクが特に高い国や取引を抽出し、効果的かつ効率的に対策を講じていきます。

なお、贈賄に関連した罰金・罰則等が科された事例はございません。
三菱電機グループ 贈賄防止ポリシー

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/compliance/risks/pdf/preventing_bribery.pdf
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政治活動への支援対応
三菱電機グループでは、政治活動への支援を行う場合は各国の法令などを遵守するとともに、企

業理念に照らし、社会的立場を十分考慮して支援を行うこととしています。
例えば三菱電機において国内の政治寄付を行う際は、政治資金規正法に則り総務部が全件内容を

審査するなど、社内手続きを厳守することとしています。また、公職選挙においては、公職選挙法に抵
触しないことはもとより、健全な社会常識から逸脱することのない対応を心がけています。

輸出管理
三菱電機グループは、国際的な平和及び安全の維持を目的として「安全保障輸出管理規則」を定

めています。これに基づき、すべての取引について、輸出規制品目の有無や、仕向国、顧客、用途、取
引条件に安全保障上の懸念がないかを審査し、法令に従った厳格な管理を行っています。国内・海外
の関係会社に対しても、三菱電機グループの方針に則った管理を行うように標準規則（日本語・英語・
中国語・タイ語）を提供し、各社の規則制定、体制整備、教育、社内監査などの指導を行っています。
2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中で、国内ではeラーニング教育（社内
38,726名、関係会社27,341名が受講）や実務者向けオンライン教育を実施しています。海外関係会
社にも欧米、アジアの主要言語のeラーニング教材を提供し、各社で教育を実施しています。

反社会的勢力との関係遮断
三菱電機グループでは、「三菱電機グループ 倫理・遵法行動規範」に次の内容を明記し、取り組んで

います。

① �私たちは、反社会的勢力（犯罪組織、テロリスト、麻薬密売人を含む）とは一切関係を持たず、取引
を行いません。反社会的勢力から要求を受けた場合、私たちはこれを毅然と拒絶します。

② 私たちは、マネーロンダリング、汚職、反社会的勢力に関する法規制を遵守します。

また、日本では三菱電機グループ全体で反社会的勢力から不当要求があった場合に対応するた
め、暴力団排除条項の契約書への導入を推進し、暴力団対策法に定められている不当要求防止責任
者の選任を各事業所及び各関係会社単位で進めるとともに、取引先が反社会的勢力であると判明し
た場合には、警察や外部専門機関（警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、全国の暴力追放運動推進
センターなど）、弁護士と連携して速やかに関係を遮断するよう努めています。

コンプライアンス監査／倫理遵法ホットライン
コンプライアンス監査

三菱電機グループにおいて、各社・各部門は、各法令・倫理分野に応じた複数のチェックシートなど
をもとに自社・自部門のコンプライアンスの自己点検を年に複数回、様々なかたちで行い、コンプラ
イアンス遵守の状況の確認及び是正をしています。

また、三菱電機グループの業務の適正を確保するために必要な社内規則・体制などを定め、その運
用状況について三菱電機の監査部が主体となった、コンプライアンスの内部監査（倫理・遵法、財務管
理、人事管理、技術管理、品質管理などの監査項目）も行っています。監査の結果、是正が必要と思わ
れる会社・部門には改善指示を行うとともに、監査担当執行役を通じ、監査結果を定期的に監査委員
会へ報告しています。

相談窓口「倫理遵法ホットライン」を社内外に設置
三菱電機は、不正・違法・反倫理行為を速やかに把握して、自

浄作用を働かせることを目的に「倫理遵法ホットライン」（内部通
報制度）を設けています。その相談窓口は、社内に加えて社外に
も窓口（弁護士事務所）を設置しています。倫理遵法ホットライ
ンでは、匿名通報にも対応し、また、相談者に対する不利益取扱
いの排除及び氏名の守秘などは、社内規則において明確に規定
しています。なお、三菱電機が関係する取引などについては、お
取引先及び関係会社からのご相談も受け付けています。

個々の通報に対しては、内容に応じて調査実施部門の編成を
行い、事実関係の確認を行います。その結果、法律や社内規則
の定めに沿っていないおそれのある行為などに対しては、ルー
ルの見直しや説明会による正しい理解の促進・浸透に取り組ん
でいます。違法行為及び社内規則違反などを確認した場合は、
該当者に対する処分や該当部門への改善措置を実施します。

この「倫理遵法ホットライン」の仕組みは、三菱電機の全従業員に展開している「三菱電機グループ 
倫理・遵法行動規範ハンドブック」に掲載するとともに、ポスターを社内各部門・各事業所に掲示してい
るほか、社内窓口・社外窓口の連絡先などを記載した携帯カードを全従業員に配布しています。また、
三菱電機グループウェブサイトにも掲載し周知を図っています。

三菱電機グループの国内外関係会社においても、各社ごとに内部通報制度を設けています。

｢倫理遵法ホットライン」
社内周知用ポスター
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税務方針

三菱電機グループは、グループ各社が、国内外において事業を遂行するにあたり遵守すべき税務に関する基本的な方針につき、以下のとおり定めています。

◦基本原則

三菱電機グループは、「企業理念」及び「私たちの価値観」に基づき、サステナビリティを企
業経営の基本と位置付けています。

また、三菱電機グループは、「倫理・遵法」の徹底は会社が存続するための基本であると認識
しています。

これらの原則及び「三菱電機グループ倫理・遵法行動規範」に基づいて、三菱電機グループ
は、税法および関連規則を遵守し、適切に納税義務を履行します。

◦税務プランニングに対する姿勢

三菱電機グループは、事業を行う各国・地域の税法および関連規則や国際的な取決め（条
約等）等を遵守します。また、OECDガイドラインなどの指針を尊重し、グループ間の取引を独
立企業原則に基づいて行います。

三菱電機グループは、事業を行う各国・地域において利用可能な税制上の優遇措置や免税
措置を適用する場合がありますが、「基本原則」に反する人為的な税務アレンジメントは一切
行いません。

◦税務リスク管理

三菱電機グループは、税務コンプライアンスは事業推進と一体不可分であると考えてお
り、グループ各社は事業の遂行にあたって税務リスク管理を徹底しています。

三菱電機グループは、グループレベルでの税務管理が適切に遂行されるよう、税務ガバナ
ンスの枠組みを整備しており、グループ各社は、適用されるすべての税に関する諸規則を遵
守し、それらのルールに従った納税を行うための組織体制とプロセスを整備しています。

重要な不確実性がある場合には、必要に応じ事前に外部の専門家の助言を求めることがあ
ります。また、税務当局との事前相談を通じて、税法および関連規則の適用についての解釈や
説明を得ることにより予測可能性を確保することも検討します。

適切な税務上の取扱いについて、税務当局との間に見解の相違が生じ、双方の当事者間で
解決することができない場合、適切な方法により、建設的に問題解決を図ります。

◦税務当局との関係

三菱電機グループは、税務当局と常に協力的かつ建設的な関係の構築に努めます。私たち
は正確かつ適時に申告を行い、税務当局からの照会や資料要求に対し、真摯かつ適時に対応
します。

＜三菱電機グループ　グローバル税務方針＞
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リスクマネジメント
基本的な考え方

リスクマネジメント体制

三菱電機グループは、４つのビジネスエリアであるインフラ、インダストリー・モビリティ、ライフ、ビ
ジネスプラットフォームなどの広範囲の分野にわたり統合ソリューションを提供しており、またそれぞ
れの事業は日本国内及び北米、欧州、アジア等の海外において幅広く展開されています。三菱電機グ
ループは、社会、顧客、株主、取引先、従業員を始めとするステークホルダーへの責任を果たしサステ
ナビリティを実現するために、事業遂行に伴うリスクを適切に管理しています。具体的には、リスク管
理を事業遂行に組み込み、事業の規模・特性等に応じてリスクを管理するとともに、グループ全体に共
通する重要なリスクについてはコーポレート部門を中心に管理しています。また、人権や脱炭素の要
請、地政学的リスクや将来のゲームチェンジなど、新たなリスクへの対応についても、組織横断的で
柔軟なチーム行動により効果的に取り組んでいきます。

三菱電機グループは、各部門及び国内外の関係会社が主体的にリスクマネジメントを遂行すること
に加えて、CRO※1およびリスクマネジメント統括室※2を設置してグループ全体を統括するとともに、
迅速な判断が可能な体制を構築しています。大規模災害や社会的リスクなどの従来型リスクへの対
応にとどまらず、経済安全
保障、人権、地球環境など新
たなリスクに対する探索と
備えについても機動的かつ
戦略的に推進します。特に
経営の監督と執行にかかわ
る重要事項については、取
締役会、執行役会議におい
て審議・決定します。
※1 �Chief Risk Management Officer 

(2022年1月設置)
※2 2022年1月設置

リスクマネジメント体制（三菱電機グループ）

三菱電機グループでは、事業活動に伴い環境に著しい影響を与える、若しくは与える可能性のある
潜在的なリスクの早期発見に努めています。

例えば、地下水や土壌の汚染、ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の取扱いや環境施設の不具合と
いったような環境リスクに対して、万一の事故や緊急事態に備え、本社部門、製作所、研究所、支社、国
内外の関係会社などにおいて、具体的なリスクと担当部門を特定した対応手順書を整備しています。
また、受注した工事の社外請負先、業務委託先において事故や苦情、法令違反等が発生する可能性を
想定し、社外の関係者にも対応手順を周知しています。

各々の組織では、担当者が緊急事態への対応を適切に行えるかどうかを毎年一回以上、テストして
います。このテストは、起こりうる緊急事態を想定したもので、これを実施することで環境事故等に対
する初動、暫定措置、コミュニケーションが適切に機能するかどうかを確認し、問題点を発見した場合
には手順書を改訂し周知しています。

環境リスクへの対応

環境事故の防止
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大規模災害への対応体制整備
グローバルに事業を展開する中では、地震、地域紛争、テロ、感染症など、様々な災害に見舞われる

恐れがあります。三菱電機グループでは、有事の防災体制や災害対策を再点検し、対応を強化してい
ます。

有事の防災体制
三菱電機グループでは、大規模災害により三菱電機グループの拠点に甚大な被害が発生した、又

はその恐れがある場合、社長を室長とする「全社緊急対策室」を設置し、三菱電機グループ全体の緊
急事態に対応する体制を構築しています。

全社緊急対策室では、災害状況の確認（人的・物的）のほか、事業継続に向けた取組や、社会からの
要請への対応（被災地支援、寄付等）について、迅速に対応方針を検討・遂行します。特に海外拠点・海
外関係会社については、各地域対策本部と連携をとりながら、従業員の安全確保（安否確認、生活支
援等）、事業復旧のサポートを行うこととしています。

平時の体制（災害対策のPDCAサイクル構築）
平時においては、これまでの防災への取組を形骸化させることがないよう、総務担当執行役を委員

長とする「全社防災・安全委員会」を設置し、三菱電機グループの災害対策に関する定期的な（年一回
以上）確認・見直しや訓練結果を踏まえた改善を行うなどして、PDCAサイクルを循環させることとし
ています。

BCPの実効性向上のため、取組状況を可視化することにより、段階的な体制整備が可能となる仕
組みを2022年度よりグループ内に展開します。

事業継続、災害対策の取組
事業継続計画（BCP）の策定と定期的（年一回）見直し

三菱電機は製品供給者としての責任を果たすべく、全事業所において、2010年度に新型インフル
エンザを想定したBCP、2012年度に大規模地震を想定したBCPを策定し、国内・海外の主要関係会
社におけるBCPの策定を進めています。

また、BCPを策定している各事業所、国内・海外関係会社では、一度策定したBCPが形骸化しない
よう、毎年BCPを見直し、対策の改善を行っています。

サプライチェーンにおける事業継続
三菱電機では、大規模災害等によってサプライヤーが甚大な被害を受け、材料供給が寸断され、三

菱電機の生産に支障をきたす事態を避ける取組を進めています。

① 調達部品サプライチェーンの可視化と調達リスク軽減に向けた活動
2013年度以降取り組んできた取引先単位での調達BCPに加え、有事発生により調達品供給が寸

断され、 調達品確保が困難になるリスクの軽減を目的に、調達品単位でのサプライチェーン可視化と
複数社購買などの諸施策を実施していきます。　また、サプライヤー向けにBCPセミナーを開催す
るなど、 サプライヤーでの防災対策の啓発や支援も継続して実施していきます。

② 有事発生時の初動迅速化と対応業務の効率化に向けた活動
平時において、調達品サプライチェーン情報の収集と社内での一元管理とともに、有事発生時のサ

プライヤー影響調査の自動配信や回答の自動集計など、業務の迅速化と対応業務の効率化に向けて　
システム再構築を図っていきます。

今後も国内・海外の生産拠点の安定調達に向けた対策強化に取り組み、できる限り調達リスクを軽
減するように努めていきます。

災害対策の取組

防災体制

国　内

海　外

三菱電機

国内関係会社

防災活動の点検、
活動方針指示、
有事の復旧支援等

被災情報

海外関係会社

防災活動の点検、
活動方針指示、
有事の復旧支援等

被災情報

〈平時（常設）〉
全社防災・安全委員会

防災活動の点検、
活動方針指示

各事業本部、支社、製作所、研究所

被災情報 対策指示

〈有時（非常設）〉
全社緊急対策室

地域対策本部
（米州、欧州、アジア、

中国、台湾）

海外での諸リスクに関す
る対策指示に加え、各地
域内の情報横通し、本邦
側への適切な情報伝達

国際本部

三菱電機グループの防災体制
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災害訓練と対策の見直し
三菱電機グループでは、以前から事業所、関係会社ごとに災害対策マニュアルを策定し、事前対策

（減災に向けた対応）と防災訓練を実施しています。
例えば三菱電機の各拠点では、防災訓練のほかに、安否確認システムなどを使った安否確認訓練

を実施しています。また、ITの継続に関しては、データセンター環境を首都圏と関西に二拠点化し、毎
年、有事を想定したデータセンターの切り替え訓練を実施しています。

関係会社に対しても、三菱電機内で実施している災害対策と同等の対策を講じるよう指導し、各拠
点で訓練等を通じた有事の備えを強化しています。

世界的大流行（パンデミック）への対策
交通手段・交通網の発達や、経済のグローバル化で人の移動が増えたことにより、エボラ出血熱や

新型インフルエンザなどの感染症が世界的に流行する（パンデミック）リスクが高まっています。
三菱電機グループの事業のグローバル化が進む中、国内においては、企業に求められる社会的責

任を果たすべく、新型インフルエンザ等の発生時における、①人の安全確保、②社会機能の維持にか
かわる事業の継続、③自社の経済的被害の極小化、を目的とした取組（BCP策定、出張者・駐在者の動
態把握、マスク等の備蓄など）を推進しています。海外については、新型インフルエンザの発生の確率
が高い国を中心に、新型インフルエンザを想定したBCPを策定するなど、各国の事情を踏まえた対
策を講じるよう指導しています。

海外における安全の確保
三菱電機グループでは、人事部海外安全対策センターが、海外拠点（三菱電機・国内関係会社の海

外事業所並びに海外関係会社）と連携しながら、海外出張者の動態把握・安否確認、各種情報発信（外
務省や専門機関等から収集した情報に基づく出張規制等）、従業員教育などを行っています。

2021年度は、前年度と同様に世界的に感染拡大した新型コロナウイルス感染症対策として、医療
レベルに問題のある地域、感染拡大が著しい地域の駐在員は一時帰国、海外出張は原則禁止などの
処置をとりました。特に春から夏にかけて猛威を振るったデルタ株に対して、インド、マレーシア等の
アジア各国で、多くの駐在員を一時帰国処置としました。現在は一時帰国した駐在員も再渡航を果た
し、海外出張も条件付きで認可する等、徐々にコロナ前のオペレーションに戻しつつあります。

また、ウクライナ侵攻に際しては、ウクライナには拠点はありませんでしたが、ロシアではモスクワ
に拠点を持つため、安全第一を念頭に、モスクワ駐在員は早期に帰国させています。

また、外務省主催の「海外安全官民協力会議」にメンバーとして参画し、各種企業・団体と情報交換、
意見交換を行い、三菱電機及び海外拠点のリスクマネジメント活動に反映させています。

三菱電機国内拠点のBCP訓練 三菱電機拠点（パワーデバイス製作所）での
地域消防署との合同訓練

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/gaiyo/network/randd/detail/#P000000022
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近年、米中の技術覇権争いに見られるとおり、各国が従来の国際経済のルールにとどまらない独自
の制度を、投資・調達・開発・人材・ネットワーク・データ管理等に導入しつつあります。さらに、これらの
制度は定義が曖昧で、一部には域外適用を規定することから、従来のような個別のコンプライアンス
にとどまらず、制度の背景・意図を俯瞰的に読み解き、必要な制御策を講じるリスクマネジメントが必
要となっています。

一方、従来は積極的な経済活動と考えられていなかった人権問題や環境問題への取組について、
欧州を中心にそれらを評価するルール作りを通じて新たな市場獲得を図る動きが活発になっていま
す。これらの分野ではハードローとしてのルール化以前にNGO・NPOが作り出すソフトロー的な規
範が企業活動を実質的に制約するケースもあり、ルールの成立を待つのではなく、ルール形成に関
与することも含め、動向を適切に把握し、早期に対応することがリスクマネジメントとして重要となっ
ています。

三菱電機グループでは、個別規制に対する従来の取組に加え、経済安全保障環境のダイナミック
な変化に対応するため、社長直轄の「経済安全保障統括室」を設置しました。政策動向や法制度を調
査・分析し、全社の情報管理・サプライチェーン・産業政策・ESG・社会倫理に関わる経済安全保障を俯
瞰的な視点から統合的に管理します。

また、社内各部門に経済安全保障事務局を設置するとともに、国内関係会社に経済安全保障室、海
外関係会社に経済安全保障責任者（Economic Security Administrator）を配置し、グループ全社
の経済安全保障体制を構築しています。

経済安全保障

2

3

4

機微技術・情報管理

■機微技術管理（技術汚染防止、セキュリティクリアランス）
■情報セキュリティ強化（ファイアウォール強化、ゼロトラスト、IT機器選定）

サプライチェーン把握

■サプライチェーンの再構築（半導体・レアアース等）

産業政策
■自国内サプライチェーンの構築（半導体、医薬品、レアアース）
■各国における特定産業の強化策、補助金
　➡ 事業機会であるとともに、将来的な競争リスクに

安全保障の課題とされてこなかった課題（ESG/社会倫理）
■人権問題
■環境問題（カーボンニュートラル、国境炭素税）
　➡ 予見可能性の低い新たなリスクの登場
　➡ 経済合理性とは異なる判断基準の必要性

1

三菱電機が考える経済安全保障の４つの側面
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情報セキュリティーへの対応
基本的な考え方

情報セキュリティーの体制

三菱電機グループでは、不正アクセスによる情報漏えい事案の再発を防止すべく、サイバー攻撃
対策の強化に加え、情報管理・運営体制等の継続的な強化に取り組みます。具体的な目標としてサイ
バーセキュリティ成熟度モデル（CMMC）※のレベル3以上を目指します。

三菱電機の顧客・ステークホルダーの皆様からお預かりした情報、営業情報や技術情報、知的財産
等の企業機密については、2005年2月に制定した「企業機密管理宣言」の考えに基づき管理していま
すが、過去の事案の反省をふまえて、改めて本宣言を三菱電機グループ内へ深く浸透させ、更なる情
報の保護・管理を徹底していきます。
※ �米国防総省が発行する、サイバーセキュリティ成熟度モデルの認証の枠組み。レベル3以上は優れたセキュリティ対策・管理体制を

表す。

企業機密管理宣言の内容につきましては、情報セキュリティ報告書をご覧ください。

2020年4月から、社長直轄組織として情報セキュリティ統括室を設け、「企業機密管理・個人情報保
護」「情報システムセキュリティー」「製品セキュリティー」の三機能を統合し、情報セキュリティー管理
活動全般を統括しており、2021年4月から同組織の体制と陣容を強化拡充しています。 また、500
億円超を投資し、サイバーセキュリティー対策を強化するとともに、情報管理・運営体制等の継続的な
強化に努め、サイバーセキュリティ成熟度モデルのレベル3以上を目指します。

情報セキュリティ担当執行役は情報セキュリティー管理全般を統括し、情報セキュリティ統括室はそ
の指示のもと、三菱電機グループの情報セキュリティー管理の仕組み、ルール、情報システムのセキュ
リティー確保に関して企画・推進しています。各情報、システムを利活用・管理する各事業本部、事業所
に設置するCSIRTが相互に連携し、情報セキュリティーの確保に努めています。

また、工場の生産に影響を与えるようなサイバー攻撃が他社で発生していることから、三菱電機に
おいても工場セキュリティーを担当するグループを設置し、体制を強化しています。

加えて、製品セキュリティー施策を推進するPSIRT活動※1として2020年11月にCNA※2として認

グローバルでの取組
海外関係会社を含めたグループ全体で情報セキュリティーレベルを維持・向上すべく、関係会社向

けの企業機密管理・個人情報保護に関するガイドラインを制定し、情報セキュリティーの体制に則り、
各種点検を実施しています。

定され、三菱電機製品に影響を与える脆弱性に自らCVE ID※3を付与し、公表しております。これによ
り、社外ステークホルダーとの効率的な脆弱性ハンドリングを実践する体制を強化しています。確認さ
れた脆弱性は、この体制に沿って報告・指示され、二次被害を防ぐなどの適切な対応をとります。

国内外の関係会社については、事業本部・事業所（事業部・支社・製作所）から情報セキュリティーに
関して指示・指導しています。特に海外の関係会社については、地域ごとの事情、特性を考慮すべく情
報セキュリティ統括室が米州・欧州・中国・アジアの各拠点の海外地域担当と情報セキュリティー確保
のためのより一層の連携を深めていきます。
※1 PSIRTはProduct Security Incident Response Teamの略。製品・サービスのセキュリティー品質に対する取組。
※2 CVE Numbering Authority、CVE採番機関。CVEとはCommon Vulnerabilities and Exposuresの略。
※3 国際的に使用されている脆弱性の識別子。

情報セキュリティー体制（三菱電機グループ）

…推進責任単位

…統括・企画責任

方針・
指示
連携

連携

情報セキュリティ担当執行役

※1  CSIRT: Computer Security Incident Response Team
※2  PSIRT: Product Security Incident Response Team

情報セキュリティ統括室

海外地域担当

指
示

事業本部

国内関係会社

海外関係会社

事業部・支社・製作所

社  長

企業機密管理・
個人情報保護
事務局

CSIRT※1 PSIRT※2

情報セキュリティー体制（三菱電機グループ）

情報セキュリティ報告書

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/information_security/pdf/information_security_2022.pdf
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情報セキュリティーマネジメント

情報セキュリティーの教育

マネジメントの考え方
三菱電機グループでは企業機密管理及び個人情報保護の活動をPDCA（Plan-Do-Check-Act）

サイクルによる継続的な改善活動として取り組み、企業機密・個人情報を守るために、海外における個
人データの取扱い等の外的環境も考慮して、組織的・人的・物理的・技術的からなる4つの安全管理措
置を実施しています。

三菱電機では、企業機密・個人情報の適切な取扱いを徹底する企業風土の醸成に努めており、機密
等級に応じたファイルのサーバー保管や暗号化など具体的な安全管理措置を従業員が着実に実施で
きるような教育プログラムを実施しています。

具体的には、全従業員を対象に情報セキュリティーの教育をeラーニングで実施し、一人ひとりが
認識すべき安全管理措置（組織的・人的・物理的・技術的）を周知徹底します。教育はテレワークの急増
やクラウド活用による業務形態・環境の変化や各階層で求められる役割に応じて実施しています。ま
た、「不審メール対処予行演習」を実施し、定期的に不審メールへの対処方法を確認しています。

情報セキュリティーにかかわる規則・ガイドライン
企業機密管理宣言、個人情報保護方針を実現するために、情報セキュリティーにかかわる規則・ガイ

ドラインを4つの安全管理措置に沿って整備し、現行の法律に則り、適宜見直しています。
また、個人情報保護、関係会社についても同様のルールを定めています。

情報セキュリティーの点検
三菱電機グループでは、グループ全体の企業機密管理・個人情報保護活動が適切になされている

か、またどのようなレベルにあるかを確認するために、PDCAサイクルの中のC（Check）として、本社
管理部門、事業本部、事業所及び関係会社にて次の点検活動を実施しています。これにより、施策等
を見直し、PDCAサイクルのA（Act）につなげていきます。これらの点検活動については、三菱電機を
対象とした「企業機密管理規則」及び国内外関係会社を対象とした「情報セキュリティ管理規則ガイド
ライン」に定めています。

情報セキュリティーにかかわる規則・ガイドライン

情報セキュリティーにかかわる点検

4つの安全管理措置

企業機密と安全管理措置

組織

人

物理

技術

管理体制・社内規則整備・社内監査

従業員教育・労務管理・誓約書

入退室管理・機器等の物理的保護

情報システムセキュリティー

安全管理措置

項　目 基本的な規則

安全管理措置

組織的安全管理措置：企業機密管理規則
　　　　　　　　　　個人データ保護ガイドライン

人的安全管理措置：社員就業規則

物理的安全管理措置：物理セキュリティガイドライン

技術的安全管理措置：情報システムセキュリティ管理規則

名　称 内容等

自己
チェック

企業機密管理・個人情報
保護に関する自己点検

三菱電機グループ各社ではチェックリストを用いて、情報
セキュリティーの取組を自己点検しています。

第三者
チェック

企業機密管理・個人情報
保護に関する第三者点検

三菱電機事業所間では相互に情報セキュリティーの運用状
況を確認しています。関係会社の情報セキュリティーの運
用状況は三菱電機が確認しています。

個人情報保護の監査
（PMS監査）

三菱電機では、三菱電機執行役社長から指名された個人情
報保護監査責任者の指示の下、全社で個人情報の保護状況
を確認しています。プライバシーマークを付与された国内
関係会社では、各社の監査責任者により同様の確認をして
います。
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個人情報保護の取組 サイバー攻撃対策

不正アクセスによる情報流出について

個人情報保護
三菱電機では、2001年10月に「個人情報

の保護に関する規則」を制定の上、三菱電機
従業員及びその他関係者に個人情報保護を
周知徹底し、個人情報保護活動に取り組ん
でいます。2004年には「個人情報保護方針」
を制定し、日本工業規格「JIS Q 15001：
2006個人情報保護マネジメントシステム—
要求事項」に準拠した個人情報保護活動とし
て整備しました。2008年1月には、個人情報
について適切な保護措置を講ずる体制を整
備していることを認定するプライバシーマークを取得し、以後、継続して更新しています。

また、2022年4月に施行された改正個人情報保護法に適切に対応すべく、社内の規則などを見直
しています。

個人情報保護方針の内容は、情報セキュリティ報告書をご覧ください。

企業に対するサイバー攻撃は、年々、巧妙かつ多様化しており、大きな脅威となっています。三菱
電機グループでは、クラウドサービスの利用、テレワークの普及に伴い巧妙かつ多様化するサイバー
攻撃への対策として、ネットワークや端末、サーバー（クラウド）の一元管理と、ゼロトラストセキュリ
ティー※の考え方に基づく「多層防御」の導入に取り組んでいます。「多層防御」によりサイバー攻撃の
防御、不審な兆候及び侵入検知を可能とし、さらに、即時対応する体制を整えることで、被害を防止、
最小化しています。

また、オフィスのほか、テレワーク、出張先からのアクセス業務に対応するため多要素認証を導入し、
認証を一元的に管理しています。さらに、常に外部から多くの脅威にさらされているインターネット公
開ウェブサイトについては、セキュリティーレベルを保つために三菱電機が認定したウェブサイトのみ
を公開しています。
※ 社内外すべてを信用できない領域とし、すべての通信を検査し認証するという考え方

2020年度に引き続き、2021年10月に不正アクセスによる関係会社の機密情報漏えい事案をご
報告することになり、セキュリティー体制強化に取り組む中でお客様や社会にご迷惑とご心配をおか
けしたことを深くお詫び申し上げます。

三菱電機は2021年10月8日に、通常とは異なる海外からのアクセスを検知し、2021年10月15日
に関係会社から同社の国内お客様に関する情報の一部が外部に流出したことを確認しました。お客
様には個別に報告し、影響がないことをご確認いただきました。また、悪用された通信を遮断し、関係
機関への報告を行いました。

再発防止のため、これまでも端末・サーバー共に緊急対策を講じておりますが、高度かつ巧妙な手
法を用いた標的型攻撃を防御するには、これまで以上の多層防御態勢を整備していく必要があると
考えています。また、不正アクセスを受けたクラウドサービスに対する監視をさらに強化するととも
に、ゼロトラストセキュリティー対策を加速し、再発防止を徹底いたします。国内外のネットワークアク
セス制御の強化、端末のセキュリティー対策や多要素認証を含む認証基盤、監視の強化等、総合的な
多層防御によるセキュリティー対策の強化を三菱電機グループ全体で加速し、今後も関係機関と連携
しながら、さらなる強化に継続的に取り組んでまいります。対策においては一元管理の概念を導入し、
一貫したセキュリティー対策に取り組んでまいります。

個人情報の適切な取扱い
個人情報は利用目的を特定するなど適切に取得し、利用するときは「利用目的の範囲を超えて利用

しない」、「第三者に提供するときはあらかじめ本人の同意を得る」など、個人情報を適切に取り扱って
います。

また、サイバー攻撃による流出リスクにも備えるべく、サーバー保管や暗号化対策などの安全管理
措置を一層強化していきます。

EU 一般データ保護規則（GDPR）、中国個人情報保護法への対応
EUにおけるプライバシー保護の枠組みとして2018年5月に施行されたEU一般データ保護規則

（GDPR；General Data Protection Regulation）に従い、三菱電機グループとしてEU個人デー
タを適切に取り扱っています。また、欧州以外においては中国で個人情報保護法が2021年11月1日
に施行されるなど、個人データの越境移転は規制される動向にあり、適切に対応していきます。

情報セキュリティ報告書

ニュースリリース 不正アクセスによる情報流出について(2021年10月22日)

情報セキュリティー　図表 3

個人情報保護のルール体系

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/information_security/pdf/information_security_2022.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2021/1022.pdf
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製品・サービスのセキュリティー品質に対する取組

第三者認証

三菱電機では、製品・サービスのセキュリティー品質に対応する社内体制として三菱電機PSIRT
（Product Security Incident Response Team）を構築し、製品・サービスの情報セキュリティーに
対し全社で取り組んでいます。

三菱電機PSIRTは、以下を実施することを役割としています。
◦�お客様へ提供している製品・サービスの脆弱性に関する情報収集
◦�製品の設計・製造部門及びサービスの運用部門と連携し発見された脆弱性への迅速な対応
◦�製品やサービスを提供する前の段階で脆弱性を作り込まないようにするための設計・開発手法の

導入推進
◦�製品・サービスの開発に関係するすべての役員及び従業員に対する必要なセキュリティーに関する

教育
◦�脆弱性に関する情報・対策のお客様への公開

三菱電機では、すべての事業本部と事業所に、製品・サービスのセキュリティーにおける責任者
（PSIRTマネージャー）を配置し、問題への対応などリスク低減を推進しています。また、情報セキュリ
ティ統括室に全体を統括するコーポレートPSIRTを設置し、製品・サービスのセキュリティー品質向上
に対して取り組んでいます。

三菱電機及び国内関係会社では、情報セキュリティーに関連する第三者評価・認証の取得を推進し
ています。

第三者認証の取得状況については、情報セキュリティ報告書をご覧ください。
情報セキュリティ報告書

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability/governance/information_security/pdf/information_security_2022.pdf


159

目次・編集方針 三菱電機グループについて マネジメントメッセージ 三菱電機グループのサステナビリティ ガバナンス環　境 社　会

三菱電機は、高度な技術で様々な社会課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献するべく、既存
事業の強化と変革、新たな価値創出に向けた研究開発をバランスよく推進してまいります。収益向上
の原動力となるコア技術を強化するとともにAI等の基盤技術の継続的深化を図り、脱炭素社会等の
実現に向けた新技術の探索・創出を推進してまいります。また、大学など社外研究機関とのオープン
イノベーションを積極的に活用し、開発加速と価値創出に取り組んでまいります。

当連結会計年度における三菱電機グループ全体の研究開発費の総額は1,951億円（前年度比
102％）となりました。

ZEB 関連技術実証棟「SUSTIE」が運用段階において　　　 を達成
三菱電機の情報技術総合研究所に2020年に竣工したZEB※1関連技術実証棟「SUSTIE®」を1年

間運用した結果、創エネルギー量が消費エネルギー量を上回り、　      ※2を達成しました。空調や照
明などのビル設備の運転状態と室温や室内の明るさなどのオフィスの状態を事前にシミュレーショ
ンする技術と、「Maisart®※3」のAI技術を組み合わせ、快適性を維持しながら消費エネルギーを最小
にするビル設備の運転計画を自動的に導出します。これにより、敷地面積に余裕がない都市部で
も　　　 を達成しつつ快適で働きやすい環境が実現可能であることを実証しました。本事例により、
今後のZEB普及を促進し、カーボンニュートラルに貢献してまいります。
※1 ZEB：net Zero Energy Building
※2  �　　　：年間の一次エネルギー消費量収支がゼロ又はマイナスの建築物。ZEBの定義における最高ランクの評価。中規模オフィ

スビルにおいて、設計段階での　　　 の取得は国内初（2019年8月7日現在、当社調べ）
※3 �Maisart （Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology）：すべての機器をより賢くすることを目指

した当社のAI技術ブランド

研究開発の基本方針 当連結会計年度の主な研究開発成果

「SUSTIE」の外観写真 年間の一次エネルギー消費量収支

竣工から1年間の運用実績でも　　　 を達成し、今後のZEB普及を促進

ZEBソリューション

研究開発

『ZEB』

『ZEB』

『ZEB』

『ZEB』

『ZEB』
『ZEB』

AI　　セキュリティ　　データ解析・連携　　システム構築
モデルベース開発　　デジタルツイン

制御　　シミュレーション　　モデリング
パワエレ　　通信　　材料分析　　デザイン

社会課題解決

基盤技術群

モータの小型・
高効率技術

高速・高精度
位置決め技術

ヒートポンプ
最適制御技術

コンポーネント・システムコア
技術群 ・・・

・・・

技術探索の
切り口

社会変化社会変化 保有技術保有技術既存事業既存事業

新技術の探索・創出

・
・
・

国内外の
大学・研究機関

パートナー企業

オープン
イノベーション 未来洞察・技術トレンド分析

https://www.mitsubishielectric.co.jp/zeb/
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「制御の根拠を明示できるAI技術」を開発
推論過程がブラックボックスとなる多くのAI技術は、人が理解しづらく、信頼性や説明が求められ

る制御分野へ適用する上で大きな課題となっています。今回開発※した技術では、AIによる推論過程
を、センサーで検出した値から過去のデータ等に基づき将来のセンサー検出値をAIで予測する段
階、予測した検出値をもとに将来の状態をAIでシミュレーションする段階、シミュレーションをもとに
機器を制御するスケジュールを立てる段階にそれぞれ分けることで、ブラックボックスを解消します。
これにより、AIによる制御の根拠を人が理解できるほか、早い段階でのメンテナンスや素早い復旧が
可能となることで、より安心してAIを利用できる社会の実現に貢献してまいります。
※ 国立研究開発法人理化学研究所との共同開発

！ ！ ！
AIの段階的な利用により、制御の根拠や将来の状態をユーザーに明示可能

入力から出力を直接推論するため、ブラックボックスに

制御量 機器
(例：空調機)

制御量 機器
(例：空調機)

状態

制御計画

スケジューラーシミュレーター
センサー値予測

各種センサー

各種センサー

AI…
本開発

従来

従来のブラックボックスAIと比較したイメージ従来のブラックボックスAIと比較したイメージ

制御の根拠を明示することで、安心してAIを利用できる社会の実現に貢献

制御の根拠を明示できるAI技術

ロボット導入を容易にする「ティーチングレスロボットシステム技術」を開発
少子高齢化に伴う労働人口の減少により、特に食品工場や物流センターなどにおいて人手不足が

顕著な問題になっています。三菱電機は、業界初※1となる音声による作業指示や簡単な項目選択によ
り専門知識がない人でもロボットを動かすことができる技術と、3次元センサーの計測情報とAR※2に
より視覚的に確認できる技術、さらにロボットの動作を人と同等の作業速度に自動で高速化する技術
を開発しました。これにより、メニューが頻繁に切り替わる食品工場での盛り付けや物流センターでの
仕分けなど、これまでロボット導入が難しかった作業の自動化を促進し、工場の無人化に貢献してまい
ります。
※1 2022年2月28日現在、産業用ロボットメーカーの提供する作業指示手法において(当社調べ)。
※2 Augmented Reality：拡張現実

概略図

AR表示イメージ

ロボット導入が難しかった作業の自動化を促進し、工場の無人化に貢献

ティーチングレスロボットシステム技術

https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2021/1214.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2022/0228-a.html
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戦略的知財活動
知的財産権の適切な保護は、技術の進歩や健全な競争を促し、豊かな暮らしと社会の発展に寄与し

ます。三菱電機グループでは、知的財産を将来にわたる重要な経営資源と位置づけています。事業活
動・研究開発活動・知的財産活動を一体として捉え、三菱電機グループ事業の成長戦略と連動し、事業
や社会に貢献するグローバルな知的財産力を強化すると共に、知的財産権の保護に積極的に取り組
んでいます。

知的財産部門の組織
三菱電機グループの知的財産部門は、社長直轄の本社知的財産部門と各製作所・研究所・関係会

社知的財産部門から構成され、知的財産担当執行役のもと、知的財産活動を展開しています。本社知
的財産部門は、全社戦略の立案、重点プロジェクトの推進、特許庁など外部機関への対応、知的財産
渉外活動を担当し、各製作所・研究所・関係会社の知的財産部門は、全社戦略に基づく個別戦略の推
進を担当しています。これらの知的財産部門は相互に連携、融合することで、より効果的な活動を展
開しています。

国際出願上位出願人（2021年公開出願件数） 2021年特許登録件数（日本）

グローバル知的財産戦略
三菱電機グループでは、重点事業や重要研究開発プロジェクトと連携して知的財産の重点プロジェ

クトを設定し、今後の事業拡大が予想される新興国へも事業展開に先行して出願することで、知的財
産活動のグローバル化を加速しています。また、米国、欧州、中国及び東南アジアの各拠点には知的
財産活動を担う駐在員を置き、各国の事業拠点、研究所、関係会社の知的財産力を強化しています。
こうした取組により、グローバルで強力な特許網の構築を目指しています。

三菱電機グループの知的財産力と知的財産活動のグローバル化を示すものとして、当社は、特許庁
（JPO）発表の特許登録件数（2021年）で国内第1位に、世界知的所有権機関（WIPO）発表の国際出
願上位出願人（2021年）で世界第5位にランキングされています。

この他、三菱電機グループでは、技術を機能とデザインの両面から保護するため、特許網の構築に
併せ、国内外での意匠権取得活動を積極的に推進しています。

三菱電機グループの知的財産活動

知的財産

三位一体 知的財産ネットワーク

事業・研究開発活動と知的財産活動をリンク

本社知的財産部門知的財産／標準戦略

事業戦略

開発戦略 研究所知的財産部門

製 作 所
事業本部

関係会社
知的財産部門

事業・研究開発活動と知的財産活動をリンク

順位 出願人 国名 件数

1 ファーウェイ 中国 6,952

2 クアルコム 米国 3,931

3 サムソン 韓国 3,041

4 LG 韓国 2,885

5 三菱電機 日本 2,673

（WIPO） （特許庁）

順位 出願人 件数

1 三菱電機 3,494

2 トヨタ自動車 3,389

3 キヤノン 3,134

4 パナソニック 2,706

5 デンソー 1,650

※ �2019年度より三菱電機単独の海外特許の実出願件数
値を採用

● 知的財産権による製品の保護
● 国際標準関連特許の取得
● 模倣品対策

● 知的財産駐在員

本　社
知的財産部門

アジア

欧州
中国

米州

三菱電機 海外特許出願の年次推移※ グローバル知的財産力の一層の強化

三菱電機グループ　海外特許出願の年次推移
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標準知的財産戦略
三菱電機グループは、グローバル市場における事業拡大に向けて国際標準化を進めています。国

際標準化活動と連携した知的財産活動として、国際標準を支える特許（標準必須特許）の取得活動を
推進しています。デジタル放送、MPEG、HEVC、DVD、ブルーレイディスク™※、移動体通信では、標
準必須特許ライセンスを一括管理する団体であるパテントプールに加盟しており、その標準必須特許
群から得られる知的財産収入は事業収益の改善・拡大に貢献しています。また、国際標準を取り巻く
競争領域における特許取得活動も併せて強化することにより、国際標準に基づく製品の競争力向上
とシェア拡大に貢献する知的財産活動を進めています。将来普及が見込まれる第5世代移動通信シ
ステム分野では標準必須特許取得活動に加えて、技術利活用の視点から製品力を高める知的財産活
動を併せて推進しています。
※ ブルーレイディスク™はブルーレイディスク アソシエーションの商標です。

知的財産権の尊重
三菱電機グループでは、自社の知的財産だけでなく、他者の知的財産も含め、お互いに認め、尊重

しあう姿勢が必要であることを「倫理・遵法行動規範」に明記し、実践しています。他者の知的財産権
を侵害すると「倫理・遵法行動規範」に反するだけでなく、高額なライセンス料の支払いや該当する製
品の製造中止といった事業継続の上で大きなダメージを受ける恐れがあります。

三菱電機グループでは、他者権利の侵害を防止するため、技術者、知的財産実務担当者を中心に
各種教育施策を実施し、他者権利尊重の意識を高め、製品の開発から販売に至るまでの各段階に応
じ他者特許調査を実施する等の対応をルール化し、徹底しています。また、他者からの侵害防止活動
についても積極的に取り組んでおり、特に模倣品対策では、社内での活動に加え、関係業界団体との
連携、国内外の政府機関への働きかけ等、多様な活動を展開しています。

知的財産政策への協力
特許審査の迅速化・効率化、国際標準化活動、模倣品・海賊版対策や世界特許システムの構築と

いった知的財産政策は、公正な競争を促すと共に、豊かな暮らしや社会の発展に貢献します。
そのため三菱電機では、知的財産戦略本部や特許庁の政府機関、一般社団法人日本経済団体連合

会や一般社団法人日本知的財産協会等の業界団体との活動を通じ、知的財産政策や関連法改正に関
して産業界の立場から各種提言を行っています。また、経済のグローバル化がますます進展する現在
において三菱電機は、世界知的所有権機関（WIPO）、海外の特許庁との積極的な意見交換や情報収
集を通じ、よりグローバルな視点からの知的財産政策の確立に協力しています。

Open Technology Bank 活動
三菱電機は、サステナブルな未来の実現に向けて、知的財産を起点に社内外連携を推進する

「Open Technology Bank（オープンテクノロジーバンク）」活動を2021年度より開始しました。従
前は企業間の「競争」（独占実施、模倣防止、他社への権利行使等）のために知的財産を活用すること
が主でしたが、今後は社内外での「共創」推進ツールとしても知的財産を積極的に活用します。

■社外連携の推進
三菱電機グループは、家電から宇宙まで幅広い分野にわたり豊富に技術資産（特許、ノウハウ等）を

保有しています。Open Technology Bank活動では、多様化する社会課題の解決に貢献する三菱
電機の技術資産のライセンス提供を通じて、パートナー企業の新製品・新サービスの開発を支援し、
三菱電機とパートナー企業との技術やアイデアの「掛け算」による新たな価値とビジネスの創出を目
指します。脱炭素社会の実現、自然災害への備えといった各種課題の解決に貢献する技術を様々な
業種・領域にライセンス提供することで、知的財産を起点に社外との「共創」を積極的に推進し、サステ
ナブルな未来の実現に貢献します。

■社内連携の強化
積極的な知的財産活動の展開により、三菱電

機グループの特許出願・保有件数は国内外で高
い水準を維持しています。一方で、これまで各特
許の実施は当該特許を出願した製作所に閉じて
いるケースが多く、特許技術の社内横展開が十
分とはいえませんでした。そこで、部門の垣根を
越えた技術活用を促進し、総合電機メーカーとし
てのシナジーを創出するべく、当社特許を技術
軸・社会課題軸で分類・可視化した技術マップを
社内公開しました。このマップは、各特許の概要
や発明者の所属部門・氏名などを参照できるよう
に設計しており、この照会先情報を元に部署の垣
根を越えた社内連携を推進します。 Open Technology Bank活動　社外連携の推進

Open Technology Bank

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/chiteki/otb/index.html
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基本的な考え方
三菱電機グループでは、株主・投資家の皆様からの理解と信頼を得るために積極的なIR活動を推

進し、経営方針や戦略・業績などの、適時適切な情報開示に努めています。また、株主・投資家の皆様
から頂いたご意見や対話の結果を経営に反映させるべく努力しています。

株主・投資家との対話

株主・投資家との対話の状況
株主総会・株主通信

三菱電機は、定時株主総会を毎年6月下旬に開催しています。招集通知の発送を6月初旬に行い、か
つ発送前に三菱電機オフィシャルウェブサイトで招集通知を開示することで、株主の皆様の議案の検討
に必要な時間を確保するとともに、インターネットでも議決権を行使いただける環境を整えています。

三菱電機は、株主総会を株主の皆様と直接コミュニケーションをとれる貴重な機会ととらえていま
す。三菱電機の事業戦略や業績等の説明を写真や図などを多く取り入れたパワーポイントを活用した
ビジュアルプレゼンテーションによって行い、株主の皆様にとってよりわか
りやすい説明を心がけるとともに、頂いたご質問に対して丁寧な回答を行
うことで、誠実かつ建設的な対話を目指しています。また、株主総会のライ
ブ配信や事前ご質問の受け付けなど、当日のご来場が難しい株主の皆様に
も、株主総会の視聴や質問を実施いただける環境を整えています。

毎年12月初旬には、第2四半期累計期間の概況と今後の取組についてま
とめた「株主通信（中間報告書）」を株主の皆様にお届けし、株主の皆様に三
菱電機グループへの理解を深めていただくよう努めています。

株主通信

IR 活動
2021年度の主なIR活動

対面での活動が難しい中、オンラインやテレフォンカンファレンスを活用した経営戦略説明会・決算説
明会・事業戦略説明会などの各種説明会や個別ミーティングを実施することで、より多くの株主、投資家
の皆様との対話を行いました。また、オフィシャルウェブサイトにて各種説明会のオンデマンド配信や質
疑応答の概要を掲載するなど、株主、投資家の皆様とのコミュニケーションツールの充実を図りました。

投資家情報

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/index.html



